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交
付
基
準

　

1
年
以
上
加
東
市
に
住
所
を
有

し
、
左
表
に
あ
て
は
ま
る
方

※
対
象
と
思
わ
れ
る
方
は
、
担
当

　

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

　

い
。

支
給
方
法

　

10
月
25
日
㈭
に
口
座
振
込
で
支

給
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

①
〜
④　

　

福
祉
部
社
会
福
祉
課

　
（
社
庁
舎
）☎
4
3
・
0
4
0
9

⑤
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

　
（
社
庁
舎
）☎
4
3
・
0
4
0
8

本
人
通
知
制
度
が
ス
タ
ー
ト

本
人
通
知
制
度
と
は

　

住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
抄
本

な
ど
の
証
明
書
を
、
代
理
人
や
第

三
者
に
交
付
し
た
場
合
に
、
事
前

に
登
録
し
た
人
に
対
し
て
、
証
明

書
を
交
付
し
た
事
実
を
通
知
す
る

制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
に
よ
り
、
住
民
票
の

写
し
等
の
不
正
請
求
や
不
正
取
得

に
よ
る
個
人
の
権
利
の
侵
害
に
対

し
、
抑
止
力
を
持
た
せ
る
効
果
が

期
待
で
き
ま
す
。

通
知
の
対
象
と
な
る
証
明
書

○
住
民
票
の
写
し（
除
票
を
含
む
）

○
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（
除

　

票
記
載
事
項
証
明
書
を
含
む
）

○
戸
籍
の
附
票
の
写
し
（
原
附
票
、

　

除
附
票
を
含
む
）

○
戸
籍
の
謄
抄
本
（
原
戸
籍
、
除

　

籍
謄
抄
本
を
含
む
）

○
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書

本
人
通
知
の
内
容

○
交
付
年
月
日

○
交
付
し
た
証
明
書
の
種
別

○
交
付
枚
数

○
第
三
者
の
種
別

●
第
三
者
の
氏
名
・
住
所

（
第
三
者
が
事
前
登
録
者
の
代
理

人
で
あ
る
場
合
に
限
り
ま
す
）

利
用
手
続
に
つ
い
て

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

事
前
登
録
が
必
要
で
す
。（
有
効

期
間
は
登
録
か
ら
3
年
間
で
す
）

■
登
録
が
で
き
る
人

○
加
東
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

　

録
さ
れ
て
い
る
人（
消
除
者
含
む
）

○
加
東
市
の
戸
籍
の
附
票
に
記
録

　

さ
れ
て
い
る
人（
消
除
者
含
む
）

○
加
東
市
の
戸
籍
に
記
録
さ
れ
て

　

い
る
人
（
除
籍
者
含
む
）

■
登
録
日

　

毎
週
水
曜
日
（
休
日
の
場
合
は
、

翌
開
庁
日
）
で
、
登
録
日
以
降
の

交
付
請
求
が
通
知
の
対
象
と
な
り

ま
す
。

■
登
録
に
必
要
な
も
の

○
事
前
登
録
申
出
書
（
各
窓
口
セ

　

ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
）

○
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、

　

パ
ス
ポ
ー
ト
、
顔
写
真
付
き
住

　

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
）

○
代
理
人
に
よ
る
申
出
の
場
合
は
、  

　

委
任
状
お
よ
び
代
理
人
の
本
人

　

確
認
書
類

○
印
鑑

■
そ
の
他

　

登
録
後
に
住
所
等
の
変
更
が
生

じ
た
場
合
や
、
登
録
を
廃
止
す
る

場
合
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

市
民
安
全
部
市
民
課

　

○
社
窓
口
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
4
3
・
0
3
9
0　
　
　

　

○
滝
野
窓
口
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
4
8
・
3
0
0
1

　

○
東
条
窓
口
セ
ン
タ
ー

　
　

☎
4
7
・
１
３
０
０

本人通知制度登録者
加東市に住民票または
戸籍があり登録をした人

第三者(代理人含む)

加東市役所

①事前登録の申出 ②住民票の写し
　等の請求

③住民票の写し
　等の交付

④交付事実
　を通知

（本人通知制度のイメージ）

　
「
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の

方
」
お
よ
び
「
ひ
と
り
親
家
庭
の

方
」
に
は
、「
加
東
市
福
祉
年
金
」

が
支
給
さ
れ
ま
す
の
で
、
9
月
14

日
㈮
ま
で
に
必
ず
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。（
福
祉
年
金
支
給
申
請
書

お
よ
び
振
込
口
座
依
頼
書
を
、
お

近
く
の
窓
口
セ
ン
タ
ー
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
）

　

な
お
、
昨
年
、
福
祉
年
金
を
受

給
さ
れ
た
方
は
、
申
請
不
要
で
す

が
、
振
込
口
座
を
変
更
さ
れ
る
場

合
は
、
口
座
変
更
届
出
書
が
必
要

で
す
。
印
鑑
と
口
座
番
号
の
分
か

る
も
の
を
持
っ
て
、
下
記
の
担
当

課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

新
規
に
障
害
者
手
帳
等
を
取
得
さ
れ
た
方
や

ひ
と
り
親
家
庭
に
な
ら
れ
た
方
は

福
祉
年
金
の
申
請
を○2つ以上の項目に該当する場合は、

　支給額が最も多い項目が適用されます。
○障害の等級などの基準日は、平成24年
　9月1日です。

対象者 支給額

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者
保健福祉手帳

障害基礎年金
（精神）

ひとり親家庭（18歳
未満の児童を養育

する方）

①

②

③

④

⑤

1･2級

3･4級

5･6級

A･B1

B2

1･2級

3級

15,000円

8,000円

5,000円

15,000円

8,000円

15,000円

8,000円

15,000円

15,000円

5,000円

1･2級

1人目

2人目から
1人につき


